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※大まかな図です。対象地域内外の線付近の土地については、かすみがうら市都市整備課までお問合せください。

対象《外》地域

都市計画区域内（下図 以外）の土地は、低未利用土地等の

譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の対象となります。


